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同意

教育長及び

教育委員を任命

※1＜教育委員会＞

①教育委員会は、教育長と４人の委員（任期は４年）により組織されます。

②委員会の会議は、毎月開催する定例会、必要に応じて開催する臨時会と

教育委員懇談会があります。

③教育委員会の権限に属する事務の例は次のとおりです。

・教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

・委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

・委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること等。

※２＜教育長＞

①教育委員会の会務を総理し、教育委員会の代表（会議の主宰者、

具体的な事務執行の責任者、事務局の指揮監督者）となります。

②任期は３年。

◎教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき運営されています。

※３＜事務局＞

①教育委員会の事務を処理するため、教育委員会に事務局が置かれます。

②教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会事務局処務規則で定め

られています。
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